
市税・保険料のご相談は債権管理課へ 納付が困難な人や納め忘れの相談はお早めに　☎０６（６９０２）５９３５　納付には便利なペイジー口座振替をご利用ください　☎０６（６９０２）５９２５

南部市民センター内サービスコーナーをご利用ください

取扱
内容

◦�平日…住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、
戸籍附票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑の登録と廃
止、年金現況届の証明、住居表示証明書、身分に関する証
明、不在住証明書、課税（所得）証明書
◦�土・日曜日、祝日…住民票の写し、印鑑登録証明書、住民
票記載事項証明書、年金現況届の証明、住居表示証明書　
※月曜日が祝日の場合は休館

問合先 南部市民センター　☎０７２(８８５)１１４１

市役所の日曜相談窓口（５月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー
５月10日㈰
午前９時～
正午

業�務内容　通知カード・個人番号カードの
交付、マイナンバーに関する相談
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)５９８３

国民年金

５月31日㈰
午前10時～
午後３時

持ち物　年金手帳、印鑑など
※�離職した人、代理人の申請時は別途必要
書類あり
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)６００５

市税・国民健
康保険料・後
期高齢者医療
保険料納付　

※�納付相談は南部市民センターでも受付可
。ただし、納付書・保険証の発行は不可
のため後日郵送
※証明書の発行などは不可
相談・問合先
　債権管理課　☎０６(６９０２)５９３５

国
民
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の

人
は
国
民
年
金
へ
の
加
入
が
必
要
で

す
。
職
業
な
ど
に
よ
り
加
入
手
続
き

や
保
険
料
の
納
め
方
が
違
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
老
後
の
保
障
だ
け
で

な
く
、
障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た
場

合
や
、
一
家
の
担
い
手
が
死
亡
し
た

場
合
な
ど
に
本
人
や
家
族
の
生
活
を

支
え
る
制
度
で
す
。
必
ず
加
入
し
、

保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。

◆
国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
い
が
困

難
な
と
き
は
免
除
申
請
を

　

国
民
年
金
保
険
料
に
未
納
期
間
が

あ
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
場
合
は
免

除
申
請
を
し
て
未
納
期
間
が
無
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

※
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
分

ま
で
申
請
可

申
請
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
確
認
通
知
書
、
退
職
辞
令
な

ど
（
す
べ
て
写
し
可
）

※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
委
任

状
と
本
人
確
認
書
類
が
必
要

申
請
方
法

　

申
請
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
申
請
書
は
市
民
課
窓
口
で
配
布
ま

た
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ぺ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
請
・
問
合
先

　

〒
５
７
０
︲
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
丁
目
５
︲
５

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金

の
申
告
は
６
月
１
日
㈪
ま
で

　

新
た
に
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
区

域
の
土
地
所
有
者
ま
た
は
権
利
者
に

下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
が
賦
課

さ
れ
ま
す
。
下
水
道
事
業
受
益
者
申

告
書
を
５
月
初
旬
に
土
地
の
所
有
者

に
送
付
し
ま
す
の
で
、
土
地
の
所
在

や
地
積
な
ど
を
確
認
し
、
期
限
ま
で

に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
負
担
金
の
決

定
通
知
書
と
納
付
書
は
９
月
上
旬
に

送
付
し
ま
す
。

賦
課
対
象
区
域

　

打
越
町
、
大
字
打
越
、
江
端
町
、

北
島
町
、
桑
才
新
町
、
五
月
田
町
、

四
宮
３
丁
目
・
４
丁
目
、
島
頭
１

丁
目
・
３
丁
目
・
４
丁
目
、
常
称

寺
町
、
城
垣
町
、
千
石
西
町
、
千

石
東
町
、
大
字
野
口
、
ひ
え
島
町
、

東
田
町
、
舟
田
町
、
松
生
町
、
三

ツ
島
１
丁
目
・
２
丁
目
・
４
丁
目

の
各
一
部

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

申
告
方
法

　

６
月
１
日
㈪
ま
で
に
申
告
書
を
郵

送
（
必
着
）
ま
た
は
持
参

申
告
・
問
合
先

　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）８
１
４
９

水
道
メ
ー
タ
ー
取
替
工
事

５
月
の
取
替
工
事
予
定
地
区

　

本
町
、
殿
島
町
、
新
橋
町
、
柳
町
、

栄
町
、
元
町
、
小
路
町
、
堂
山
町
、

松
葉
町

施
工
業
者　

㈱
星
和
建
設
工
業

　

千
石
東
町
38
︲
５

　

☎
０
７
２（
８
１
２
）５
１
２
０

費
用　

無
料

　

門
真
市
職
員
を
装
っ
た
訪
問
販
売

や
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
合
先　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
２

猫
よ
け
器
（
超
音
波
発
生
装
置
）

を
貸
し
出
し

　

猫
に
よ
る
生
活
環
境
被
害
で
困
っ

て
い
る
人
へ
、
猫
よ
け
器
（
超
音
波

発
生
装
置
）
を
試
用
で
貸
出
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
発
生
時
の

対
処
方
法

　

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
は
、
工
場
の
煙

や
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
な
ど
に
含
ま

れ
る
物
質
が
大
気
中
で
強
い
太
陽
光

線
を
浴
び
る
こ
と
で
光
化
学
反
応
を

起
こ
し
、
有
害
な
物
質
が
生
成
さ
れ

る
こ
と
で
発
生
し
ま
す
。

◆
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
予
報
・
注
意
報

が
発
令
さ
れ
た
時

　

屋
外
で
の
激
し
い
運
動
は
避
け
、

屋
内
に
入
り
ま
し
ょ
う
。
目
の
ち
ら

つ
き
や
の
ど
の
痛
み
が
で
た
と
き
は
、

水
道
水
で
目
を
洗
う
、
う
が
い
を
す

る
な
ど
し
て
し
ば
ら
く
安
静
に
し
ま

し
ょ
う
。
症
状
が
改
善
し
な
い
場
合

は
医
師
の
診
断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

環
境
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
１
２

　

喫
煙
マ
ナ
ー
を
守
り
、
通
行
人
や
市
民
の
皆
さ
ん
が
快
適
、
安
全

に
過
ご
せ
る
生
活
環
境
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

指
定
日　

８
月
１
日
㈯

問
合
先　

環
境
政
策
課　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
１
２

路
上
喫
煙
禁
止
区
域
を
指
定

５
月
は
消
費
者
月
間
で
す

豊
か
な
未
来
へ
～
「
も
っ
た
い

な
い
」
か
ら
始
め
よ
う
！
～

　

私
た
ち
の
日
々
の
行
動
は
、
将
来

の
社
会
や
環
境
に
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。
身
近
な
行
動
と
し
て
、
一
人
ひ

と
り
が
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う

考
え
を
持
ち
な
が
ら
、
食
品
は
必
要

な
分
だ
け
購
入
し
、
そ
れ
を
食
べ
き

る
こ
と
で
食
品
ロ
ス
の
削
減
に
つ
な

が
り
ま
す
。

　

消
費
者
・
事
業
者
・
市
・
国
な
ど

と
連
携
し
、
食
品
ロ
ス
削
減
を
始
め

と
し
た
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
に

積
極
的
な
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

消
費
を
通
じ
て
豊
か
な
未
来
を
作
り

ま
し
ょ
う
。

ネ
ッ
ト
通
販
は
必
ず
公
式
サ

イ
ト
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

　

「
ネ
ッ
ト
検
索
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
広
告

を
見
て
、
お
試
し
価
格
で
申
し
込
み
、

初
回
で
解
約
し
よ
う
し
た
と
こ
ろ
４

回
の
購
入
が
条
件
の
定
期
購
入
だ
と

言
わ
れ
た
。
広
告
に
は
い
つ
で
も
解

約
で
き
る
と
書
い
て
あ
っ
た
」
と
い

う
相
談
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
相
談

者
の
多
く
は
、
ど
の
広
告
を
見
た
か

覚
え
て
お
ら
ず
、
記
載
内
容
の
証
明

が
で
き
ま
せ
ん
。

　

ネ
ッ
ト
上
の
広
告
は
ア
フ
ィ
リ
エ

イ
ト
広
告
が
多
く
、
間
違
っ
た
情
報

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
契
約
条
件
の
確
認
は
、
広
告
だ

け
で
な
く
、
そ
の
商
品
の
公
式
サ
イ

ト
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

◆
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
と
は

　

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
掲
載
し
た
広

告
か
ら
商
品
が
購
入
さ
れ
た
場
合
、

報
酬
が
得
ら
れ
る
広
告

申
込
・
問
合
先

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
４
９

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

納
税
通
知
書
を
５
月
上
旬
に
送
付

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
、

毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書
を
５
月
上
旬
に
送
付

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎

年
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
ま
た
は

使
用
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２

日
以
降
に
名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続

き
を
し
て
も
、
そ
の
年
度
分
は
課
税

さ
れ
、
払
い
戻
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

減
免
申
請
は
６
月
１
日
㈪
ま
で

対
象　

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
な
ど
、

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
人

※
１
人
１
台
に
限
る
。
同
じ
車
両
で

も
毎
年
申
請
が
必
要

※
申
請
に
必
要
な
物
な
ど
詳
し
く
は

納
税
通
知
書
に
同
封
の
チ
ラ
シ
参

照
申
請
・
問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
４

門
真
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
面
接
・
相
談
は
事
前
予
約
が
必
要

　

希
望
日
の
前
日
ま
で
に
電
話
で
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
振
替
納
税
の
振
替
日
を
変
更

◦
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
…

５
月
15
日
㈮

◦
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
…
５
月
19
日
㈫

問
合
先

　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
１
８
１

◆消費生活に関する来所相談を休止
　電話相談のみの受付となります。
とき
　５月６日㈷まで（予定）
　午前９時30分～正午、午後０時45
分～４時30分

問合先　消費生活センター
　☎０６(６９０２)７２４９

◆納税通知書に関する相談は来所を
控え、お電話ください
問合先　課税課（固定資産税）
　☎０６(６９０２)５９１８
　課税課（軽自動車税）
　☎０６(６９０２)５８７４
　債権管理課（納付相談）
　☎０６(６９０２)５９３５

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためご協力ください

年

金

上
下
水
道

環

境

古川
橋駅

第一中学校跡地

郵便局

交番

関西電力
変電所

喫煙所
設置予定場所

三井住友銀行
門真支店

サン·ジョゼ
広場

末広町北公園
【灰皿設置場所
（暫定）】

イオン
古川橋
駅前店

消
費
生
活

※禁止区域は塗りつぶされている部分

税

金

4広報かどま　令和２年（2020年）５月号


